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3．我が国の自治体合併に関する考察

（1）地方自治法 7条
都道府県の廃置分合は，法律で定められることとされている（地方自治法
6条 1 項）。これは，都道府県の廃置分合が，国全体の政治，行政，経済に
与える影響が大きいことによる⑴。
他方，市町村の廃置分合・境界変更は，関係市町村の申請に基づいて行わ
れることとされており，関係市町村は，発議権をもつとされている（同法 7
条 1項）⑵。
都道府県と市町村とでは，廃置分合の法律上の要件が異なっており，市町
村の場合には，法律による他律的な廃置分合の明文規定がない点，その自主
性を尊重されているようである。そうすると，地方自治法 7条は，憲法論と
して，法律による強制合併を否定する根拠となるであろうか。私見では，特
別法による強制合併法律も一般法たる地方自治法も，議会法律である。究極
的には，憲法が否定しているかどうかが決定的である。
杉村章三郎によれば，法律で一方的に都道府県の廃置分合が許されるのは，
国民代表機関たる国会の定める法律によって行われるがゆえ，官僚独善の恐
れがない点に見出される⑶。このことを，同氏は，都道府県が国の行政区画
としての性格が強いということよりも重視している。他方で，市町村の廃置
分合は，本来，「市町村自身の問題」であって，国の事務としない「法律の
態度」であることをも指摘している⑷。しかし，そこで「法律の態度」とい
みじくも語られているように，国会がそのように態度決定しただけで，憲法
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原理的に，国の事務でないとはならないであろう。従って，市町村の廃置分
合も，都道府県のそれと同様に，地方自治法 7条があるからといって，強制
的に一方的に規定することが憲法上禁止されているとは言えないのではなか
ろうか。

（2）二段階制問題
憲法が都道府県と市町村の二段階制を求めているかという論点がある。市
町村が憲法上の地方公共団体であるのは確かである⑸。他方，都道府県が憲
法上の地方公共団体であるかは争いがある。
二段階制が必要であるという立場⑹からすると，都道府県制を廃止したり，
その長の公選制を廃止したりすることは違憲となる。都道府県も長い歴史を
有しているし，また，中間組織・広域的自治団体として存在意義を持ってい
るというのが根拠である⑺。ゆえに，都道府県制の廃止を伴う道州制の導入
には憲法改正が必要となる⑻。また，自治権の固有権説では，都道府県制の
保障はより強固である⑼。
他方で，都道府県と市町村の二段階制が憲法の要請であると解することは，
制憲過程や比較法の見地からは実証性に乏しいと言われる⑽。都道府県制を
固定したものとして強調することは，かえって，地方自治の発展を抑制する
結果となってしまう懸念もある⑾。
確かに，都道府県が憲法上の地方公共団体であるか否かは，立法者が任意
に判断できる問題ではないかもしれない。しかし，問題はむしろ，都道府県
制の廃止によって，「地方自治の本旨に反する状態が出現するかどうか」であ
ろう⑿。よって，都道府県制の廃止（これに伴う道州制の導入）が直ちに違
憲ということにはならないと解されることになる。また，地方自治の制度的
保障論から出発すれば，都道府県の制度のみならず，個々の都道府県の存在が，
憲法によって保障されているとは必ずしも解し得ないであろう。学説の多数
も，二段階制がどういう制度を採るかは立法政策によると理解している⒀。
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確かなのは，あいだをとって，都道府県の廃置分合による合併的な道州制
であれば，立法で，導入可能ということである⒁。もっとも，これを道州制
と呼ぶことができるかどうかは別の問題である。ともあれ，二段階制が憲法
の要請であるとしても，現実に，立法による都道府県の廃置分合まで禁止さ
れていないと言えよう。
さて，このことは市町村についても言えるのではなかろうか。つまり，法
律よる市町村の廃置分合は許容されているのではないかということである。
というのは，廃置分合によって，市町村制が廃止されるのではなく，市町村
が減少し大規模になるだけであって，市町村の制度自体は残るからである。
市町村制も制度的保障の下にあるわけで，地方自治の本旨を侵さない限り，
他律的な合併もまた憲法上許容されているのではなかろうか。

（3）司法的救済の機会
（ⅰ）地方公共団体による訴え。我が国に，地方公共団体にとって強制合併
に関する司法的な救済手段があるかどうかを問うことにする。
法律による強制合併に対する地方公共団体の不服に関しては，ドイツのよ
うな自治体憲法訴願の制度（参照，本稿 2.（11））を採用していない我が国
にも出訴の途があると解される。強制合併が実施される場合，国は地方自治
法に基づき地方公共団体に関与（地方自治法 245 条以下）を行うことがあり
得る。それに対して，地方公共団体の長・執行機関は，国の関与のうち是正
の要求，許可の拒否等に不服があるときは，国地方係争処理委員会に対し，
国の行政庁を相手方として，審査の申出をすることができる（同法 250 条の
13）。つまり，国地方係争処理委員会が問題の解決に当たるのである。都道
府県が市町村の長・執行機関に対して行う関与のうち是正の要求，許可の拒
否等については，市町村の長・執行機関は，自治紛争処理委員の審査に付す
ることを求める旨の申出をすることができる（同法 251 条の 3）。
しかし，それでも解決できなければ，地方公共団体は国（都道府県）の行
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政庁を相手に客観訴訟を提起できるのである（同法 251 条の 5 第 1 項，251
条の 6第 1項）。
このような地方自治法における客観訴訟の制度化を見ると，ドイツ・ゲマ
インデの自治体憲法訴願制度（kommunale Verfassungsbeschwerde）と単
純比較はできないけれども，地方公共団体にとっての救済制度は，一応日本
にも存在していると解することができるのではなかろうか。
ところで，地方公共団体に対して国の関与が行われなかった場合，関与の
存在を前提とする国地方係争処理委員会や自治紛争処理委員の出る幕がな
く，不服の訴訟もできないという事態が懸念される。しかし，学説には，国
の関与がない場合，地方公共団体に争う途はないと解すべきではないとする
ものがある⒂。つまり，国地方係争処理委員会について，立法者は特別なルー
ルを定めただけで，「立法化されていない類型は司法の関与を否定する趣旨
ではない」という主張である。
ここで，さらに突っ込んで，地方公共団体の主観訴訟の可否に触れる必要
がある。強制合併により自治権を侵害されたとして，地方公共団体による主
観訴訟が可能であろうか。
この問いについて，従来の判例を見れば，否定的な結論が見えてくる。例
えば，合併の事例ではないが，特別区がそれ独自の運用を前提に住基ネット
へ参加することを東京都に拒否されたので，特別区が受信義務の確認を求め
た事案について東京高等裁判所判決がある⒃。これは，最高裁判決⒄を引用
しつつ，法規の適用の適正や一般公益の保護を目的とする地方公共団体の訴
訟は，「法律上の争訟」に当たらないとしている。判旨によれば，「自己の財
産上の権利利益の保護救済を求める場合は法律上の争訟に当たるが，法規の
適用の適正ないし一般公益の保護を目的とする場合は法律上の争訟に当たら
ないことを明らかにしたものと解されるから，争訟の相手方が個々の国民で
あるか，国又は地方公共団体という行政主体であるかを問わず，一般的に，
行政主体が，法規の適用の適正ないし一般公益の保護のためではなく，自己
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の主観的な権利利益に基づき保護救済を求める場合に限り，法律上の争訟性
を認め」ることができるという。
雄川一郎も，国の行政と地方公共団体のそれとが有機的な関連があり，国
の監督・関与はその目的達成の手段であるから，地方自治の本旨に反しない
限り，地方公共団体は国の監督・関与に服従すべきとの論理が成り立ち得る
ため，一般的に地方公共団体に出訴を認めることは，「司法的権利保障制度
の枠からはみ出る」と理解している⒅。
他方，学説は，このような立場に批判的なものが多く⒆，国による地方公
共団体の事務に対する関与は，地方公共団体にとって外部的効果を有する行
政行為であるので，これに対して抗告訴訟を否定する理由はないと論じる⒇。
例えば，1999 年の地方自治法改正で，機関委任事務の廃止など，地方公共
団体は独立の地位を獲得したのであるから，国と地方公共団体との紛争は，
法律的に解決せざるを得ないのであって，法律上の争訟に含まれることにな
ると論じられている21。
確かに，本稿 2.（11）（ⅰ）で紹介したように，ドイツでも，ゲマインデ
領域の変更が法律でなされる場合，ゲマインデの法的手段は自治体憲法訴願
に限られているし22，またその場合でも，基本権侵害を主張することができ
ない。ゲマインデは，ただ基本法や州憲法の制度的な憲法保障だけを援用す
ることができるという。つまり，自治体が自己の権利（自治権など）を根拠
に主観訴訟を提起することはできないと解されていると言えよう。しかし，
ドイツには自治体憲法訴願という救済手段がゲマインデに用意されているわ
けで，主観訴訟か客観訴訟かの表現は決定的な問題ではないのである23。
本稿では，主観訴訟について軽々しく結論を出すことはできない。ただし，
強制合併を立法化するならば，事実上の関与や不作為についても広く地方公
共団体による不服の訴訟を整備すべきであろう。

（ⅱ）国側からの訴訟。合併に際しての指示に都道府県知事が従わない場合，
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最後には，大臣が都道府県知事を相手取って，代執行訴訟を提起することが
考えられる（同法 245 条の 8 第 3 項）。この訴訟によって大臣は，法定受託
事務の管理・執行の違法性等を是正し，または怠る法定受託事務の管理・執
行を改めるべきことを命ずる旨の裁判を請求することになる（市町村長の法
定受託事務の場合は，同様に都道府県知事が市町村長を相手取って代執行訴
訟を提起する。同法 245 条の 8第 12 項）。その際にも，代執行訴訟において
地方公共団体側は強制合併の違法性を主張することができよう。

（ⅲ）住民による訴え。住民がその権利利益を侵害されたとして，合併に対
して取消の訴えを提起することも考えられる。最高裁判決昭和 30 年 12 月 2
日24は，「地方自治法 7条 1 項による知事の処分は，関係市町村民の権利義
務に関する直接の処分ではなく」「住民として有する具体的権利義務の内容
について変動があったとしても，その変動は市町村の合併等による間接的な
結果に過ぎない」としたうえで，知事の行う市町村の廃置分合の処分を行政
処分と捉えつつも25，本件合併そのものの適否に関して，法律上の利益を認
めなかった。
最近の事例も同様の傾向である。例えば，落選した前町長が残任期間中，
知事に 3町合併の申請をした事件で，知事の決定は最終決定としてその処分
性を認めることができるとしても，関係市町村の申請（地方自治法 7条 1項
及び 5項）行為は，行政機関相互間の内部的な行為にすぎず，抗告訴訟の対
象たる処分には当たらないとした判決がある26。
これに関して，学説も同様の立場のようである。「民衆訴訟なるものは法
律のこれを認める特別の規定ある場合に限り許されるものであるのに，市町
村廃置分合の処分については地方自治法はそういう特別の規定を設けていな
いから，本件上告人等は本件知事の処分について民衆訴訟を提起することは
できない」27などとする。
ところが，最高裁判決昭和 30 年 12 月 2 日についての調査官解説によると，
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「住民の個人的な権利義務について争いが生じた場合には，住民はその具体
的権利義務の存否について争いうることは勿論」としている28。この解説と
最高裁判決とは矛盾している。あえて整合的に理解してみると，解説は合併
処分そのものを取消請求の対象としていない訴えを想定しているものと思わ
れる。

（4）聴聞その他
ドイツの判例では，強制合併に際して，自治体には聴聞を受ける権利が
認められている（参照，本稿 2.（7））。他方，地方公共団体の合併に際して，
日本の地方自治法では聴聞に関する規定が十分でないように思われる。
都道府県知事は，市町村の廃置分合・境界変更の計画を定め，関係市町村
に勧告することができる（地方自治法 8条の 2第 1 項），その場合，都道府
県知事は，関係市町村，当該都道府県の議会，当該都道府県の区域内の市町
村の議会等の意見を聴かなければならないとされている（同法 8条の 2第 2
項）。この規定によると，上記計画を定める場合，市町村の意見を聴かなけ
ればならないことになっている。ならば，単なる計画ではなく，強制合併を
立法化する上では，市町村の意見を聴かなければならないと考えるのがいっ
そう要請されよう。
また，「従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を都道府県又は市町

村の区域に編入する必要がある」場合，利害関係がある都道府県又は市町村
の意見を，予め聴かなければならないと規定されている（同法 7条の 2第 1
項）。このような規定も，強制合併の立法化に際して，聴聞手続を整備する
際に，参考にされるべきである。
その他，日本の地方自治法には，一地方公共団体に対する国（または都道
府県）の関与に関する紛争について，さらに調停の手続が用意されている（同
法 250 条の 19，251 条の 2）。これは，地方公共団体の側にとって有効な救
済手段となり得よう。
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同様に，「市町村の境界に関し争論があるときは，都道府県知事は，関係
市町村の申請に基づき，これを第 251 条の 2の規定による調停に付すること
ができる」（同法 9条）。この規定を通じて，強制合併の際に生じる市町村間
の境界紛争は，調停による解決を試みることができよう。

（5）強制合併法律と憲法 95条の地方特別法
比較法の研究を目的とする本稿には，手に余る議論であるが，ここで述べ
ておきたい。すなわち，憲法 95 条の地方特別法に，地方公共団体を強制合
併させる法律が該当するかどうかの問いである。
憲法 95 条は，「一の地方公共団体」にのみ適用される地方特別法には，住
民投票を要すると規定する。「一の地方公共団体」における「一の」とは，「単
一の」や「単独の」という狭い意味で理解されておらず，「特定の」という
意味で理解されている29。この理解は，一地方公共団体に関わる場合にだけ，
憲法 95 条の適用があると解釈すると，国の恣意的な操作で（例えば，二つ
の地方公共団体に関わらせるような法律の体裁を整えることによって），「住
民投票」の要請（憲法 95 条）を換骨奪胎させ，当該地域の意思を無視する
といった事態を予防しようというものであろう。
地方自治法は，「都道府県の廃置分合又は境界変更をしようとするときは，
法律でこれを定める」（地方自治法 6条 1項）と規定する。また，同法は，「前
条第 1項の規定によるほか，二以上の都道府県の廃止及びそれらの区域の全
部による一の都道府県の設置又は都道府県の廃止及びその区域の全部の他の
一の都道府県の区域への編入は，関係都道府県の申請に基づき，内閣が国会
の承認を経てこれを定めることができる」（同法 6条の 2第 1項）とする。
そこで，地方自治法 6条 1項の法律は地方特別法であるという理由で，住
民投票を必要とするのかということが問題となる。つまり，都道府県の廃止，
合併等が強制法律で実現される場合，それは特別法であるとして住民投票が
必要であるかということである。
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多数説は，憲法 95 条の特別法に含まれるので，住民投票は必要であると
解している30。他方，有力説は，全国的な再編法律ならば，憲法 95 条の特
別法に含まれないとして，住民投票を不要とする31。
多数説は，一般的に妥当するはずの法律が，特定の都道府県だけに関係す
る場合に，特別法として扱わないとすれば憲法 95 条の脱法行為になるとす
る32。
しかし，道州制移行の過程で，全国規模で実施するような地方公共団体の
合併策を立法化する場合，一または特定の地方公共団体に関わる事態でなく，
ほぼ全ての都道府県が道州制移行法律に関わることになる。このことは，道
州制移行法律が地方特別法ではなく一般法であることを如実に示しているの
ではなかろうか。これを地方特別法と解すると，ほぼ全ての都道府県で，住
民投票を必要とすることになってしまう33。つまり，「一の地方公共団体の
みに適用される特別法」（憲法 95 条）には当たらないと考えるのが自然であ
ろう34。全国の地方公共団体が関わるのであるから，これはもう国の根本構
造を変革させるもので，国が特定の地方公共団体に不利益を与えるなどと
いった濫用的な意図や目的も想定できないであろう。不利益があるとしても，
派生的副作用的なものであるゆえ，そのような問題は，本来，政府と立法者
が全国的なバランスを勘案しつつ，政治的立法的に解決すべきものと思われ
る。
ちなみに，憲法注釈書は，都道府県・特別市の廃置分合・領域変更に関す
る法律は，特定の地方公共団体に適用されるものではあるが，「一般的な制
度の存在を前提とする特別法の観念には該当せず，また，地方公共団体その
ものの全部又は一部の創設・廃止の問題であり」，よって，特別法には当た
らないとする余地を見出すものがある35。前半部分は，地方特別法とは，一
般法がすでに存在しており，その特例として定められる法律であるというこ
とを観念するものである36。また，後半部分が言わんとするのは，「一の地
方公共団体に適用される」という要件が，現存する地方公共団体を前提とし
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ているが，地方公共団体の創設・廃止はこれを前提としないという論理のよ
うである。しかし，特に後半部分について適切でないという指摘がある。つ
まり，創設・廃止いずれも現存する地方公共団体を前提としているという批
判である。なぜなら，廃止というのは，現存する地方公共団体を対象とする
のであり，また創設も，現存する地方公共団体の廃置分合によるならば同じ
ことであるからである37。
以上は，都道府県の強制合併を念頭に置いてきた。他方，市町村の強制合
併法律については，政治日程にも上がっていないと思われるので，詳論は避
け，言及に留めたい。
まず，原則として，（1）と（2）で述べたように，強制合併を憲法が禁止
しているとは解されない。そこで，立法で地方公共団体の合併を強制する具
体的手法として，個別の地方公共団体の名を挙げて合併させる立法と，指定
都市制度（地方自治法 252 条の 19）のように，一般的要件を作っておいて，
その上で，要件を満たす地方公共団体を合併させる立法とが考えられる。確
かに，前者の立法については，憲法 95 条の適用を及ぼすべきである旨強く
主張され得る点で，現実路線ではない。しかし，後者はむしろ現実的な手法
ではなかろうか。
その際，要件を満たす地方公共団体には一定の権限を都道府県に移譲させ
るという制度も，合併を強制または促進させる法律の一種と言い得る38。ち
なみに，ドイツ判例でも，法律による権限の強制移譲は許容されていること
が分かる（判例④⑤）。この種の制度下では，全市町村が総合行政主体とい
うことでなくなることも考えられる。現在，全市町村が総合行政主体である
が，これは憲法の要請であるのか，立法政策でそうなっているのかが問題と
なる。この問いについて，総合行政主体論が，地方自治の本旨に親和する原
理であるのかという疑問を呈する学説があり，特に，最小単位の地方公共団
体に対してまで，総合行政主体たることを押し付けることが自律性の原理に
そぐわないことを指摘する39。私見も同様に，例えば財務体質の弱い一部の
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小さな町村が，総合行政主体でなくなっても，憲法違反にはならないと解す
る。実際，市，町，村では権限や組織に違いがあり，指定都市などの特別な
自治体が存在するのである。あらゆる基礎的自治体に，同一規格の総合行政
のための権限や組織を憲法が必ずしも要請していないように思う。もし全市
町村が地域の総合行政主体であるという命題を前提にするならば，市町村合
併による市域の拡大は必然のものとなる40。逆に，前提としなければ，市町
村制改革には合併に限らない新地平が見えてくるのではなかろうか。

おわりに

今日，多くの地方公共団体が財政赤字に苦悩している。その対策として，
地方公共団体の合併が当然主張されているのである。しかし，これには，い
まだ法的な制約が立ちはだかっている。自治権を侵害する，二段階制が憲法
的要請であるといった抽象的な論理である。
道州制導入との関連における上記反対論については，現行地方自治法の認
める都道府県の合併による道州制導入の手法をとれば，回避できると解され
る。逆に，道州に立法権限を付与するような道州制案では，憲法 41 条の改
正が不可欠となる41。憲法改正の困難さに鑑みれば，道州を国の組織にして，
道州議会を設けるような改革は，現実的な選択肢ではなかろう42。よって，
都道府県合併は現実路線でもある。
また，合併をすると，面積の拡大に伴って，民主制が後退するという懸念
も考えられる43。しかし，そのような抽象的な議論を戦わせるよりも，民主
制の制約というテーマの下，地方議員の活動にどのような支障が生じるかな
どを議論したほうが，生産的ではなかろうか。ドイツではこの点，民主制の
制約論について計量経済的分析まで持ち出して論じているのである（⑨メク
レンブルク・フォアポメルン憲法裁判所判決をめぐって）44。
その他，市町村の合併は，合併市町村に対する巨額の経済的支援（合併特
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例債や合併算定替45）をもってして，やり遂げようとしてきた。この点， 本
稿 2. で見たように，地方分権について長い歴史を持つドイツでも，憲法論
的に，法律によるゲマインデ（市町村）の強制合併はできると解釈されている。
ドイツではむしろ，手続を用意し，救済手段を整備することが重視されてい
る。このように考えるほうが，我が国の地方自治制度改革にあっても，実り
が多いのではなかろうか。要するに，地方公共団体を合併で合理化できるな
らば，法による制限をむやみと論じるよりも，合併される地方公共団体に不
利益が生じないように，立法で事前手続（特に聴聞）を整備するという思考
方法である46。従って，不利益を被り，不服のある地方公共団体には救済の
途を明確にしておく必要がある。
さて，地方特別法についての住民投票の要請（憲法 95 条）は，ほとんど
適用されていないのが現状である。私見としては，地方公共団体を他律的に
合併させるような法律についても，住民投票を必要としないという解釈が自
然ではないかと思う。但し，特定の地方公共団体を列挙するのではなく，一
般的な基準を設定することで，特定の地方公共団体にのみ妥当するような特
別法（憲法 95 条）の形式と実質を回避することが，現実的な選択であろう。
このように，制度を温存させる議論ばかりではなく，制度改革の手続や救
済手法をもっと論ずべきではなかろうか。自治体の巨額な財政赤字に鑑みる
と，強くそう思う。
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